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2020年2月28日にタイ財務省は

2019年度の個人所得税の申告納

付期限の延長を発表しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2020年2月28日付のタイ財務省の通達により、2019

年度の個人所得税の確定申告 (PND91/90) の書面

による申告およびオンライン申告の両方について申

告納付の期限が当初の2020年3月末(オンラインは4

月8日) から2020年6月末まで3ヶ月間延長されました。 

本通達に関するPwCの見解は以下をご参照ください。 

PwC Tax Insight (No.07/2020) 
個人所得税申告書の申告・納付期限の延長
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PwC見解 
 

タイ出向従業員の個人所得税の申告納付を負担する企業は、当初の期限である3月末までに申告納付、または、2020

年6月末までの申告納付を選択するにあたり、以下の点を含めて検討することをお勧めします。 

 

(i)  4月から6月にかけて労働許可証の延長のために確定申告書が必要な出向者の有無 

(ii) 出向元国で外国税額控除を適用するためにタイの確定申告書が必要か否か 

(iii) タイ企業が個人所得税を帳簿に未払計上する必要性の有無 

(iv) 会社のキャッシュフローの状況 
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬がある場合は

英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して適用されな

い場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談下さい。弊事務所の許可なくこのレポートの全部又は一部を転載する

ことを禁止します。ご不明の点がありましたら、弊事務所(電話番号：(662) 844-1000)までお問い合わせ下さい。 
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This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. 

At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We’re a network of firms in 157 countries with more than 276,000 

people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by 

visiting us at www.pwc.com.more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.com. 
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